
パーマネンシー保障に向けた取り組みについて意見書  2024.4.26 河浦龍生 

 
代替養育から家庭復帰に向けた努力を最大限行うが、それが困難との判断する考え方と手続
き（3年以内）が整備されているか 

 
〇児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン（厚労省） 
家庭復帰の適否を判断するためには、 
・これまで行われた保護者援助の効果、援助指針及び自立支援計画の達成状況並びに 
児童福祉施設長の意見等を勘案した評価 

・保護者の現状の確認 
・子どもの意思の確認 
・家庭復帰する家の状態、家庭環境等を直接確認 
・地域における援助体制・機能の評価 
等を行った上で、「家庭復帰の適否を判断するためのチェックリスト」等を参考にして 
客観的かつ総合的に判断する。 

  
 〇子ども虐待対応の手引き（厚労省） 

① 家庭復帰に向けての合意（子ども・保護者の家庭復帰への意向、すでに行われた
虐待は家庭復帰を考慮できるほど回復可能なものか、家庭復帰プログラムへの取
り組み状況など） 

② 子どもの課題の達成度（虐待による認知の歪みや自己イメージの修正、心的外
傷・トラウマ等からの回復、自身の体験及び親との関係の整理などに伴う情緒的
安定、対人関係の安定） 

③ 親子の関係性の課題の達成度（段階的親子交流の経過、信頼関係・愛着関係の修
復などにともなう親子の間の安心感の醸成など 

④ 保護者の課題の達成度（虐待の認知、精神的な安定、子どもの立場に立った見
方・配慮、養育スキル、衝動のコントロールなどによる安定した養育態度を保持
できるなど） 
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「家庭復帰の適否を判断するための チェックリスト」の保護者の項目 
・虐待の事実を認めている：虐待の事実を認め、問題解決に取り組んでいる 
・子どもの立場に立った見方：子どもの立場や気持ちをくみ取りながら子育てができる 
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虐待ＣＷの三つの流れ（受容支援的、協働的、介入的、これらが繰り返される） 

協働的ＣＷは、親との援助関係づくりをしつつ、当事者意識がない又は自覚がない場合、
事実を認め養育問題を共有し、あるべき養育に向かって協働していく、養育を変える動機
付けを支援 
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特に、母子家庭のネグレクトや心理的虐待は、親が抱える問題（ＡＣＥ）が深い場合が多
く、複雑性心的外傷や未解決のケア葛藤やコントロール葛藤を抱えていることが多い。これ
ら親には、丁寧な協働的ＣＷと 3 年間をめどとした、達成課題を明確にした援助計画が必
要になると思われる。 

 
親子の再統合には、なによりもアタッチメントの修復が重要になる。家庭復帰が可能と判

断された場合、あるいは家庭復帰にはつながらなくても、子どもと保護者との交流が可能と
判断された場合に、親子関係修復の動機付けを支える協働的ＣＷを行い、親子再統合ＣＲＣ
親子プログラムに繋げる。さらに、段階的親子交流の計画を検討する。 
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